
電子提供措置の開始日 2026年５月26日

第226回定時株主総会その他の電子提供措置事項

（交付書面省略事項）

内部統制システムの整備に関する基本方針
および運用状況の概要

連結株主資本等変動計算書

連 結 注 記 表

株主資本等変動計算書

個 別 注 記 表

第226期（2025年４月１日～2026年３月31日）

東京瓦斯株式会社

2026年05月22日 15時30分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



内部統制システムの整備に関する基本方針および運用状況の概要

当社の業務ならびに当社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保す

るための体制に関する取締役会の決議の内容（「内部統制システムの整備に関する基本

方針」）の概要、およびその運用状況の概要は以下のとおりです。

Ⅰ．内部統制システムの整備に関する基本方針

当社は、2023年7月27日開催の取締役会において、「内部統制システムの整備に関

する基本方針」の改定を決議し、以下のとおりといたしました。

東京ガス株式会社（以下、「当社」という。）は、経営理念のもと、適法性・健全

性・透明性を確保しつつ、経営・執行責任の明確化、監督・監査機能の強化を図り、

的確かつ迅速な意思決定、効率的な業務執行を推進することにより、持続的な成長

と中長期的な企業価値向上を実現する。

当社および子会社から成る企業集団（以下、「当社グループ」という。）は、それ

ぞれの自律性を尊重するとともに、全体最適の追求を共通の理念とすることにより、

その永続的な発展を志向する。

上記を踏まえ、当社グループの業務の適正を確保するため、取締役会は内部統制

システムの整備に関する基本方針を定める。本方針に基づき、執行役は当社グルー

プにおける内部統制システムを実効的に構築・運用する役割と責任を負う。

(1) 当社グループの役員・使用人等の職務執行が法令および定款に適合することを確

保するための体制

① コンプライアンス体制の基盤として「私たちの行動基準」を定め、遵守する。

② コンプライアンス活動の方針および体制を定め、継続的な啓発教育等によりコ

ンプライアンス意識の醸成を図る。

③ 内部通報・相談窓口を当社グループ内外に設置するとともに、運用状況等を監

査委員会に報告する。また、上記窓口を利用した者が、当該利用をしたことを

理由として不利な扱いを受けないこととする。

④ 当社グループの内部統制に関する諸規則等を管理する組織を設置し、法令遵守、

サイバーセキュリティの確保等を図る。

⑤ 当社グループの内部監査を分掌する部門（以下、「内部監査部門」という。）を

設置し、業務執行の状況を効率的・効果的に監査する。内部監査部門は、監査

結果を監査委員会および被監査子会社の取締役等に報告する。

⑥ 財務報告に係る内部統制の整備・運用とその有効性の評価に関する方針および

体制を定め、財務報告の信頼性を確保する。

⑦ インサイダー取引防止および情報開示に関する方針および体制を定め、該当す

る情報の取扱いの適法性・適正性・迅速性を確保する。

⑧ 反社会的勢力の違法または不当な要求を毅然として拒否する等、「私たちの行動

基準」に定め、適切な対応を図る。
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(2) 執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

① 執行役の職務の執行に係る情報等について、文書および電磁的記録の取り扱い

を定め、適切かつ確実に保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態とする。

(3) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 「リスク管理方針」に従い、執行役社長を統括責任者とするリスク管理体制を構

築・運用する。また、経営に重大な損害を及ぼすおそれのある事項を発見した

場合には、直ちに執行役および監査委員に報告する体制とする。

② 災害、製造供給支障その他不測の非常事態が発生した場合の体制整備・事業継

続計画を定め、迅速かつ適切な対応を図る。

(4) 執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 当社および重要な子会社の中長期経営計画・単年度経営計画の策定・進捗その

他「取締役会規則」に定められた事項等について、取締役会に定期的に報告す

る。

② 経営に係る重要な事項について、執行役の合理的な意思決定を支援する会議体

を設置し、必要に応じて多面的な検討を行う。また、当該会議体の諮問機関を

設置し、投資・出資・融資に関する案件その他の重要な事項について、専門的

な観点から答申を行う。

③ 業務執行に関する決定権限および職務分掌を定め、その責任と権限を明確化す

る。

(5) 当社グループの子会社における業務の適正を確保するための体制

① 子会社管理に関する方針および体制を定め、子会社の取締役等に内部統制シス

テムの整備に関する基本方針の決定、その構築・運用を求めるとともに、子会

社の株主総会付議事項の承認、その他の重要な事項の報告等を通して子会社を

管理する。

(6) 監査委員会の職務を補助すべき使用人等に関する事項

① 監査委員会の職務を補助する専任組織を設置し、必要な使用人等を配置する。

当該使用人等が監査委員会の指揮命令下で当該補助業務を円滑に行うことがで

きる環境を整備する。

② 当該使用人等に関する人事関連事項の決定については、監査委員会の同意を得

て行う。

― 2 ―

2026年05月22日 15時30分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



(7) 監査委員会への報告に関する体制、および監査委員会の監査が実効的に行われる

ことを確保する体制

① 当社グループの役員・使用人等は、法令に定めのある事項、監査委員会から報

告を求められた事項等について、遅滞なく監査委員会または監査委員へ報告す

る。また、上記の報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な扱

いを受けないこととする。

② 監査委員会の選定する監査委員が、重要な会議へ出席し必要があると認めると

きに適法性等の観点から意見を述べること、および重要な情報を入手できるこ

とを保証する。

③ 監査委員が法令に基づき費用等の請求をした場合は、当該費用等を負担する。

④ 監査委員会が、内部監査部門、会計監査人および子会社の取締役等と連携する

ことを含め、監査活動を実効的に実施できるよう措置を講じる。

⑤ 監査委員会からの求めがある場合、執行役社長は調査を実施し、その結果を監

査委員会に報告する。なお、監査委員会は、執行役の職務の執行に法令または

定款に違反するおそれがある等、必要があると認める場合には、内部監査部門

に対して直接指示することができ、当該指示は執行役社長の指示に優先する。
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Ⅱ．内部統制システムの運用状況の概要

(1) 当社グループの役員・使用人等の職務執行が法令および定款に適合することを確

保するための体制

当社および子会社全体の内部通報・相談窓口として「東京ガスグループコンプラ

イアンス相談窓口」をグループ内外に設置し、イントラネット等を通じて同窓口お

よび内部通報者に対する不利な扱いの禁止等の利用ルールを周知しております。

内部監査部門である監査部は、コンプライアンスのほか、業務の有効性や効率性、

情報セキュリティ等につき、当社各部門および子会社を監査し、必要に応じて改善

提言を行うとともに、監査結果は監査委員会および被監査子会社の取締役等に適宜

報告しております。

代表執行役社長は「財務報告に係る内部統制の整備・運用とその有効性の評価に

関する規則」を定め、適正かつ適切な内部統制の整備・運用に努めるとともに、評

価結果について会計監査人の監査を受け、財務報告の信頼性を確保しております。

(2) 執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

重要な業務執行の決定またはその監督に係る決裁文書や議事録等については、「文

書取扱規則」および「情報セキュリティ管理規則」等を定め、適切かつ確実に保

存・管理し、必要に応じて閲覧できる状態としております。

(3) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

「リスク統制規則」に具体的なリスク統制プロセスを定め、毎年、当社および子

会社の事業に重要な影響を及ぼすリスクの見直しを行うとともに、リスク管理委員

会およびリスク管理部門において管理状況の把握や対応策の検討を行っております。

大規模な災害・事故等の不測の事態に対しては、「非常事態対策規則」に従って体

制を整備しており、当期は、１件の対応を行いました。

(4) 執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社および重要な子会社の経営計画の策定・進捗状況その他の事項等について、

取締役会に対して定期的に報告を行っております。また、経営に係る重要な事項に

ついて、執行役および役付執行役員で構成される「経営会議」を設置し、定期的に

審議等を行っております。

(5) 当社グループの子会社における業務の適正を確保するための体制

執行役は「子会社管理規則」に基づき、子会社から決算に関わる計算書類等の重

要事項等の報告を受け、または事前承認を行っております。
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(6) 監査委員会の職務を補助すべき使用人等に関する事項

監査委員会の職務を補助する専任組織として監査委員会室を設置し、４名を配置

するとともに、補助業務を円滑に行うことができる環境を整備しております。また、

当該使用人等の人事関連事項の決定については、監査委員会の同意を得て行ってお

ります。

(7) 監査委員会への報告に関する体制、および監査委員会の監査が実効的に行われる

ことを確保する体制

当社グループの役員・使用人等は、法令に定めのある事項、監査委員会から報告

を求められた事項等について、遅滞なく監査委員会または監査委員へ報告しており

ます。

監査委員会の選定する監査委員に対し、経営会議、経営倫理委員会、リスク管理

委員会等の重要な会議へ出席し適法性等の観点から意見を述べる機会、および重要

な情報を入手できる機会を確保しております。

監査委員会と監査部、会計監査人および子会社取締役等との連携を含め、監査委

員会の監査活動が実効的に実施できるよう必要な措置を講じております。
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連結株主資本等変動計算書

2025年４月１日から
2026年３月31日まで 東京瓦斯株式会社

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

当 期 首 残 高 141,844 4,122 1,343,185 △85,205 1,403,947

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △33,929 △33,929

親会社株主に帰属する当期純利益 226,857 226,857

自 己 株 式 の 取 得 △200,071 △200,071

自 己 株 式 の 処 分 △4 159 155

自 己 株 式 の 消 却 △80,490 80,490 －

連結子会社増加に伴う変動額 △203 △203

連結子会社減少に伴う変動額 △350 △350

非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 7 7

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － 7 111,878 △119,421 △7,536

当 期 末 残 高 141,844 4,130 1,455,063 △204,626 1,396,411

その他の包括利益累計額

非支配
株主持分

純資産
合計

そ の 他
有価証券
評価差額金

繰 延
ヘ ッ ジ
損 益

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る調整
累 計 額

その他の
包括利益
累 計 額
合 計

当 期 首 残 高 71,608 34,175 203,097 12,617 321,498 76,024 1,801,470

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △33,929

親会社株主に帰属する当期純利益 226,857

自 己 株 式 の 取 得 △200,071

自 己 株 式 の 処 分 155

自 己 株 式 の 消 却 －

連結子会社増加に伴う変動額 △203

連結子会社減少に伴う変動額 △350

非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 7

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 38,267 17,784 △60,072 3,582 △437 3,070 2,633

当 期 変 動 額 合 計 38,267 17,784 △60,072 3,582 △437 3,070 △4,903

当 期 末 残 高 109,876 51,960 143,024 16,200 321,061 79,095 1,796,567
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連 結 注 記 表

2025年４月１日から
2026年３月31日まで

東京瓦斯株式会社

【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項】
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数等

連結子会社の数 105社
主要な連結子会社の名称 東京エルエヌジータンカー㈱、㈱扇島パワー、㈱東京
ガスコルザパワー、TG Energy Trading Pte. Ltd.、プロミネットパワー㈱、群馬
安中太陽光発電(同)、伏木万葉埠頭バイオマス発電(同)、市原八幡埠頭バイオマ
ス発電(同)、長野都市ガス㈱、東京ガスリース㈱、東京ガスエンジニアリングソ
リューションズ㈱、東京ガスケミカル㈱、㈱キャプティソリューションズ、TGオ
クトパスエナジー㈱、東京ガスｉネット㈱、東京ガスネットワーク㈱、Tokyo Gas
International Holdings B.V.、Tokyo Gas America Ltd.、TG Aktina Holdings
LLC、TG Natural Resources LLC、TGNR Intermediate Holdings LLC、TOKYO GAS
ASIA PTE. LTD.、TOKYO GAS UNITED KINGDOM LTD.及び東京ガス不動産㈱
なお、当連結会計年度より、ティージーグローバルトレーディング㈱は東京ガス
㈱への吸収合併により連結の範囲から除外し、Tokyo Gas Australia Pty Ltdは解
散が決定したことにより連結の範囲から除外することとしました。

(2) 非連結子会社の数等
非連結子会社の数 18社
主要な非連結子会社の名称 桃郷ソーラー(同)、晴海エコエネルギー㈱
非連結子会社は、いずれも小規模であり、各社の総資産、売上高、当期純損益の
うち持分に見合う額及び利益剰余金のうち持分に見合う額等は、連結計算書類に
重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しています。

2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数等

持分法を適用した非連結子会社の数 0社
持分法を適用した関連会社の数 29社
持分法を適用した主要な会社等の名称
Birdsboro Power Holdings Ⅱ,LLC、GAS MALAYSIA BERHAD、Bajio Generating
VOF、芝パーク特定目的会社

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称等
持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称
アークヒルズ熱供給㈱
持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益のうち持分に
見合う額及び利益剰余金等のうち持分に見合う額の合計額からみて、持分法の対
象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重
要性がないため、持分法の適用の範囲から除外しています。
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3.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券については、次のとおりです。
満期保有目的の債券の評価は、償却原価法によっています。
その他有価証券で市場価格のない株式等以外のものの評価は、時価法によってい
ます（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により
算定しています）。
その他有価証券で市場価格のない株式等の評価は、移動平均法による原価法によ
っています。

②デリバティブの評価は、時価法によっています。
③棚卸資産（商品及び製品・仕掛品・原材料及び貯蔵品）の評価は、主として移動
平均法による原価法（但し、販売用不動産等は個別法による原価法）によってい
ます。連結貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法
により算定しています。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産の減価償却の方法は、主として定率法（ただし、1998年４月１日以
降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物
附属設備及び構築物は定額法）を採用しています。
なお、耐用年数については、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によ
っています。

②無形固定資産の減価償却の方法は、主として定額法によっています。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５～10
年）に基づく定額法を採用しています。
また、探鉱・開発において資産として認識された支出については、生産高比例法
を採用しています。

③リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす
る定額法を採用しています。

(3) 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金は、売掛金、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般
債権は貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権は個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しています。

②役員株式給付引当金は、信託を用いた株式報酬制度に基づき、当社が役員等に付
与するポイント数に相当する当社株式について、退任時等に交付する費用の支出
に備えるため、当期末において、役員等に割り当てられたポイントに応じた株式
の交付及び給付見込額を計上しています。

③ガスホルダー修繕引当金は、球形ガスホルダーの周期的な修繕に要する費用の支
出に備えるため、次回修繕見積額を次回修繕までの期間に配分して計上していま
す。

④保安対策引当金は、ガス消費先の保安の確保に要する費用の支出に備えるための
引当金であり、空気抜き孔付き機器接続ガス栓において空気抜き孔の無いガス栓
に交換する作業等に要する費用の支出に備えるため、当期末後に要する費用の見
積額を個別に計上しています。

⑤器具保証契約損失引当金は、販売器具のメンテナンス保証契約履行に伴い、発生
する可能性のある損失に備えるため、損失の見積額を計上しています。

⑥ポイント引当金は、ポイントサービスの利用による費用の支出に備えるため、当
期末後に要する費用の見積額を計上しています。

― 8 ―

2026年05月22日 15時30分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



(4) 収益及び費用の計上基準
①商品及び製品の販売に係る収益

商品及び製品の販売については、主に都市ガス、液化天然ガス（LNG）及び電力
の販売、並びにエネルギーサービスにおけるエネルギー（ガス、電気、蒸気等）
の販売であり、顧客との販売契約等で定められた契約条件に基づき、契約期間に
わたり供給義務が発生する場合は供給の都度、又は、一時点において商品及び製
品の引渡しが行われる場合は引渡時に、顧客が当該商品及び製品に対する支配を
獲得し履行義務が充足されると判断し、収益を認識しています。
電力販売における再生可能エネルギー発電促進賦課金は、第三者のために回収

する金額に該当することから取引価格に含めず、顧客から受け取る対価の額から
当該他の当事者に支払う額を控除した純額により算定しています。
なお、対価は通常、履行義務の充足から概ね１年以内に受領しており、重要な

金融要素は含まれていません。
②サービス提供等に係る収益

ガス機器等に関連した、メンテナンス・保守を含むサービス提供等については、
契約期間にわたってサービスの提供を行っており、期間の経過に応じて履行義務
が充足されると判断し、収益を認識しています。ガス導管網における都市ガスの
託送サービスの提供においては、契約期間にわたり託送義務が発生し、託送の都
度、履行義務が充足されますが、ガス事業会計規則に基づき検針日基準により収
益を計上しています。
商品又は製品の販売とサービス提供等を組み合わせた取引については、財又は

サービスを顧客に移転する約束のそれぞれについて別個の履行義務として識別し、
主に観察可能な独立販売価格の比率でそれぞれの履行義務に取引価格を配分して
います。
なお、対価は通常、契約条件に従って履行義務の充足前に前受けする形で受領

しており、重要な金融要素は含まれていません。
③工事契約等に係る収益

ガス器具、ガス工事等の建設請負工事においては、工期の長い契約については
進捗度を見積もり、進捗度に応じて一定期間にわたり収益を計上し、工期の短い
契約については「収益認識に関する会計基準の適用指針（第95項）」の代替的な取
扱いに基づき、完全に履行義務を充足した時点で収益を計上しています。
なお、対価は通常、契約上のマイルストーン等により概ね履行義務の充足の進

捗に応じて又は顧客との契約に基づき前受けの形式により受領しており、重要な
金融要素は含まれていません。

(5) その他連結計算書類作成のための重要な事項
①のれんの償却の方法及び期間

発生原因に応じて20年以内での均等償却を行っています。
②退職給付に係る会計処理の方法

従業員の退職給付に備えるため、当期末における見込額に基づき、退職給付債
務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債（年金資産の額が退職給
付債務を超える場合には退職給付に係る資産）に計上しています。
数理計算上の差異は、主として発生の翌期に一括費用計上しています。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の

上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に
計上しています。なお、退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当期ま
での期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。

③ヘッジ会計の処理
原則として繰延ヘッジ処理によっています。なお、振当処理の要件を満たして

いる為替予約については振当処理に、特例処理の要件を満たしている金利スワッ
プについては特例処理によっています。
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4.収益認識に関する注記
(1) 収益の分解情報

主要な財又はサービスに分解した分析は、次のとおりです。
（単位：百万円）

報告セグメ
ント

主要な財・
サービス

顧客との契
約から生じ
る収益

その他の
収益

外部顧客へ
の売上高

備考

エ ネ ル ギ
ー・ソリュ
ーション

都 市 ガ ス
（販売）

1,142,348 － 1,142,348 (注）

電力 654,480 129 654,609 (注）

エンジニア
リングソリ
ューション

193,389 － 193,389 (注）

LNG 販 売 ・
トレーディ
ング等

309,926 △2,332 307,593 (注）

ガス器具等 113,630 － 113,630

リース － 5,549 5,549

その他 27,375 － 27,375 船舶事業等

小計 2,441,150 3,345 2,444,496

ネットワーク
都 市 ガ ス
（託送供給）
等

103,127 － 103,127 (注）

海外 － 241,082 － 241,082

都市ビジネス 不動産 19,801 26,240 46,042
その他の収
益は主に不
動産賃貸収益

計 2,805,162 29,586 2,834,749

(注) 顧客との契約から生じる収益については、「国民の安心・安全と持続的な成長に
向けた総合経済対策」、および「「強い経済」を実現する総合経済対策」に基づく
施策である「電気・ガス料金負担軽減支援事業」により、受領した補助金等が含
まれています。

(2) 収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び

当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は「会計方針に関
する事項」の「収益及び費用の計上基準」に記載しています。
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(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
①契約資産及び契約負債の残高等

（単位：百万円）

当期首残高 当期末残高

顧客との契約から生じた債権

受取手形 607 40

売掛金 391,203 392,592

391,810 392,633

契約資産 716 817

契約負債 22,517 23,222

契約資産は、ガス器具・ガス工事等の建設請負工事における履行義務の充足に伴い
収益を認識したが、期末日時点で未請求のサービスに係る対価に関するものです。契
約資産は、工事完了に伴い対価に関する権利が無条件になった時点で顧客との契約か
ら生じた債権に振り替えます。

契約負債は、主にガス器具・ガス工事等の建設請負工事及び機器メンテナンス契約
に基づき顧客から受け取った前受金に関するもの、並びにガス・電気等の購入金額に
応じたポイントに関するものです。契約負債は、建設請負工事の完了及び機器メンテ
ナンスの完了に伴い履行義務が充足されること、及び付与したポイントについては将
来のサービスとの交換により取り崩されます。当期に認識された収益の額のうち期首
現在の契約負債残高に含まれていた額は14,033百万円です。

②残存履行義務に配分した取引価格
（単位：百万円）

履行義務の種類 当期
予想される充足見込み
時期に関する説明

LNG販売 462,979
１年以内に約20％が充足し、１年超５年
以内に約70％が充足する見込みです。

ガス器具・ガス工事等の建
設請負工事

63,029 概ね２年以内に充足する見込みです。

太陽光発電サービス 4,166 13年以内に全て充足する見込みです。

ガス機器メンテナンスサー
ビス

1,431
１年以内に約40%が充足し、９年以内に
全て充足する見込みです。

ガス・電気等の購入金額に
応じたポイントプログラム

439 ３年以内に充足する見込みです。

ガス・電力・エンジニアリングソリューションの販売において残存履行義務に配分
した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、現在までに履行が完了した部
分に対する顧客にとっての価値に直接対応する対価の額を顧客から受け取る権利を有
していることから、収益認識に関する会計基準の適用指針第19項に従って、請求する
権利を有している金額で収益を認識しているため、注記の対象に含めていません。

ガス器具・ガス工事等の建設請負工事において、残存履行義務に配分した取引価格
の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初予想される契約期間が１年以内の契約
について注記の対象に含めていません。
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5.会計上の見積りに関する注記
(1) 海外子会社における固定資産の減損及び投資有価証券の評価

①当期の連結計算書類に計上した金額
772,028百万円（東京ガスアメリカグループにおける固定資産及び投資有価証券の

帳簿価額）
②その他の情報
（イ）算出方法

資産のグルーピングは、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フロー
から概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位で行うこととさ
れています。海外子会社における資産のグルーピングは、管理会計上の区分
や投資の意思決定を行う際の単位等を考慮してプロジェクト（以下、PJとい
う）の単位で減損の兆候の判定を行っています。そして、減損の兆候が生じ
ている資産又は資産グループについて、回収可能性を検討し、将来キャッシ
ュ・フローの見積りに基づいて、回収可能価額まで減損処理をしています。
海外子会社が有する投資有価証券は、関連会社への出資を通して事業参画

しており、その多くは市場価格のない株式で、持分法を適用しています。参
画時の将来計画と比べて実績が下方に乖離している等、減損の兆候が生じて
いる株式は、将来キャッシュ・フローの見積りに基づく企業価値から投資有
価証券を時価評価し、回復可能性があると判断された銘柄を除き、回収可能
価額まで減損処理をしています。

（ロ）主要な仮定
海外事業における減損の兆候が存在するかどうか、また減損損失を認識す

るかどうかの判定及び正味売却価額、使用価値、公正価値の算定において用
いられる将来キャッシュ・フローは、各PJの経営環境等の外部要因に関する
情報や各PJが用いている内部の情報（事業計画、予算等）を使用し、資産グ
ループの現在の使用状況や合理的な使用計画等を考慮し見積っています。当
該見積りには、売上高に影響する販売量、ガス価格、原油価格、埋蔵量予測
等の将来見通し、需給予測を踏まえた市場の動向及び直近実績を反映した各
種コストの見通し（上流資源の開発・生産計画や各種設備投資等含む）を用
いています。
また、各PJの適用する割引率については、リスクフリーレートや類似企業

の株式のリスク倍率（β）、マーケットリスク等を踏まえ、個別に設定した割
引率で将来価値を評価しています。長期の将来キャッシュ・フローは、上記
数値を基礎に、インフレ率の見込み等の仮定をおいて見積っています。
上記のうち、特に重要な仮定は、ガス価格の将来見通し及び割引率です。

（ハ）翌期の連結計算書類に与える影響
今後の経済情勢の変化によって将来見通しが悪化した場合等、前提条件の

変化によって見積りが変更されることにより、将来キャッシュ・フローに基
づく回収可能価額が減少し、減損損失を計上する可能性があります。

(2) 棚卸資産（原料）の評価
①当期の連結計算書類に計上した金額 69,573百万円
②その他の情報
（イ）算出方法

原材料及び貯蔵品に含まれる原料については取得価額により計上していま
す。原料調達契約には一定の期間ごとに価格を改定することが定められてい
るものがありますが、価格改定時期を迎えても価格合意に至らず、売主と暫
定的に合意した仮価格で取引したものを取得価額としているものがあります。
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（ロ）主要な仮定
上記のうち、仮価格で取引している原料については、合意価格を見積もる

ことが困難なため、仮価格を最新の合意価格の見積りとして計上しています。
（ハ）翌期の連結計算書類に与える影響

仮価格で取引している原料調達契約につき価格合意に至った場合には、仮
価格との差額が生じる可能性があり、その場合には合意内容に基づいて売上
原価及び棚卸資産（原材料及び貯蔵品）の計上額に影響が生じることになり
ます。

(3) 退職給付に係る負債の算定
①当期の連結計算書類に計上した金額 51,672百万円
②その他の情報
（イ）算出方法

当社グループには、確定給付制度を採用している会社が存在します。確定
給付制度の退職給付に係る負債及び関連する勤務費用は、数理計算上の仮定
を用いて退職給付見込額を見積り、割り引くことにより算定しています。

（ロ）主要な仮定
退職給付に係る負債の算定に用いる数理計算上の仮定には、割引率、長期

期待運用収益率等の様々な計算基礎があります。なお、当期末の退職給付に
係る負債の算定に用いた主要な数理計算上の仮定は、割引率は主として2.9
％、長期期待運用収益率は主として2.0％です。

（ハ）翌期の連結計算書類に与える影響
当該見積り及び当該仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等によ

り見直しが必要になった場合、翌期以降の連結計算書類において認識する退
職給付に係る負債及び退職給付費用の金額に重要な影響を与える可能性があ
ります。
退職給付に係る負債の算定において、主要な仮定の変化が当期末の退職給

付に係る負債に与える感応度は以下のとおりです。マイナス（△）は退職給
付に係る負債の減少を、プラスは退職給付に係る負債の増加を表しています。
感応度分析は主たる計上会社である東京瓦斯株式会社の退職給付制度を基に
算定された退職給付に係る負債について、分析の対象となる数理計算上の仮
定以外の全ての数理計算上の仮定が一定であることを前提としています。

当期末（2026年３月31日）

数理計算上の仮定の変化 退職給付に係る負債への影響額

割引率
0.1％の減少 ＋2,050百万円

0.1％の増加 △2,009百万円

長期期待運用収
益率

0.1％の減少 ＋234百万円

0.1％の増加 △234百万円
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(4) 都市ガス販売の検針日から期末日までの未検針期間の収益の見積り
①当期の連結計算書類に計上した金額
売上高 1,142,348百万円

②その他の情報
（イ）算出方法

月末以外の日に実施する検針による顧客の使用量に基づき顧客に対する請
求が行われる場合、決算月に実施した検針の日から決算日までに生じた収益
を合理的な見積りを用いて算出し、売上高に計上しています。

（ロ）主要な仮定
同種の契約をまとめた上で、使用量及び単価を見積っています。
当該使用量の見積りについては、決算月の月初から月末までの送配量を基

礎として、その月の日数に対する未検針日数の割合に基づき日数按分により
見積っています。
また、当該単価の見積りについては、決算月の前年同月の契約種別ごとの

加重平均単価に、原料費調整単価の前年同月からの変動等を調整して見積っ
ています。

（ハ）翌期の連結計算書類に与える影響
会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定について、実績との差異があ

った場合、翌期の連結計算書類において算定される売上高の金額に影響を及
ぼす可能性があります。

(5) 電力販売の検針日から期末日までの未検針期間の収益の見積り
①当期の連結計算書類に計上した金額
売上高 654,480百万円

②その他の情報
（イ）算出方法

月末以外の日に実施する検針による顧客の使用量に基づき顧客に対する請
求が行われる場合、決算月に実施した検針の日から決算日までに生じた収益
を合理的な見積りを用いて算出し、売上高に計上しています。

（ロ）主要な仮定
同種の契約をまとめた上で、使用量及び単価を見積っています。
当該使用量の見積りについては、送配電事業者により提供されている日々

の使用端等のデータに基づき、当月使用翌月検針の使用量を算出しています。
また、当該単価の見積りについては、決算月の前年同月の契約種別ごとの

加重平均単価に、燃料費調整単価の前年同月からの変動等を調整して見積っ
ています。

（ハ）翌期の連結計算書類に与える影響
会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定について、実績との差異があ

った場合、翌期の連結計算書類において算定される売上高の金額に影響を及
ぼす可能性があります。
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【連結貸借対照表に関する注記】
1.担保に供している資産
(1) 資産の内容及びその金額

現金及び預金 79,678百万円
受取手形、売掛金及び契約資産 39,892百万円
原材料及び貯蔵品 2,307百万円
その他流動資産（注） 77,268百万円
建物及び構築物 12,533百万円
機械装置及び運搬具 64,046百万円
工具、器具及び備品 1,018百万円
土地 2,281百万円
リース資産 5,196百万円
鉱業権 615,444百万円
その他無形固定資産 12,789百万円
投資有価証券 11,802百万円
長期貸付金 14百万円
その他投資 90,179百万円

（注）主にデリバティブ取引に係る差入保証金
なお、担保に供している資産のうち一部の資産は、下記の（2）の担保に係る債務
以外にデリバティブ取引の担保に供されています。

(2) 担保に係る債務の金額
短期借入金 98百万円
１年内返済予定の長期借入金 5,828百万円
その他流動負債 4百万円
長期借入金 93,675百万円

2.有形固定資産の減価償却累計額 4,767,566百万円
3.保証債務等
(1) 保証債務 38,851百万円
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【連結株主資本等変動計算書に関する注記】
1.当期末発行済株式数 371,090,859株
2.配当に関する事項
(1) 当期中に行った剰余金の配当に関する事項

①2025年４月28日開催の取締役会において、次のとおり決議しています。
･普通株式の配当に関する事項
(イ)配当金の総額 16,642百万円
(ロ)１株当たり配当額 45円00銭
(ハ)基準日 2025年３月31日
(ニ)効力発生日 2025年６月６日
（注）配当金の総額に、株式交付信託に係る信託口が保有する当社の株式に対す

る配当金13百万円が含まれています。
②2025年10月29日開催の取締役会において、次のとおり決議しています。
･普通株式の配当に関する事項
(イ)配当金の総額 17,287百万円
(ロ)１株当たり配当額 50円00銭
(ハ)基準日 2025年９月30日
(ニ)効力発生日 2025年11月28日
（注）配当金の総額に、株式交付信託に係る信託口が保有する当社の株式に対す

る配当金14百万円が含まれています。
(2) 当期末日後に行う剰余金の配当に関する事項

2026年４月28日開催の取締役会において、次のとおり決議しています。
･普通株式の配当に関する事項
(イ)配当金の総額 20,022百万円
(ロ)配当の原資 利益剰余金
(ハ)１株当たり配当額 60円00銭
(ニ)基準日 2026年３月31日
(ホ)効力発生日 2026年６月８日
（注）配当金の総額に、株式交付信託に係る信託口が保有する当社の株式に対す

る配当金16百万円が含まれています。

【金融商品に関する注記】
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を調達（主に社債発行や
銀行借入）しています。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短
期的な運転資金を短期社債（コマーシャル・ペーパー）の発行等により調達してい
ます。デリバティブは、主に後述するリスクを回避するために行っており、投機目
的のための取引は行っていません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。投

資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市
場価格の変動リスクに晒されています。社債及び借入金は、主に設備投資に必要な
資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で56年９ヶ月後です。
金利リスクについては、固定金利と変動金利の適切なバランスを勘案し、一部はデ
リバティブ取引（金利スワップ取引）を利用して軽減を図っています。
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デリバティブ取引については、為替変動リスク、商品価格及び原料購入価格等の
変動リスク並びに金利変動リスクを軽減するため、為替予約、商品スワップ及び金
利スワップ等の各デリバティブ取引を実施しています。また、トレーディング事業
を営む子会社においては、商品先渡取引及び商品スワップ取引等を実施しています。
なお、為替予約、商品スワップ及び金利スワップ等のデリバティブ取引を利用する
に当たって、ヘッジ会計の適用要件を満たすものについては、ヘッジ会計を適用し
ています。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、各社ごとの与信管理方針に従い、営業債権について、取引先
ごとの残高管理等を定期的に行う体制としています。
デリバティブ取引については、カウンターパーティーリスクを軽減するために、

各社ごとの与信管理方針に従い、信用度の高い相手先とのみ取引を行っています。
当期末現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒されている金融資産

の連結貸借対照表価額により表されています。
②市場リスク（商品、為替及び金利等の変動リスク）の管理

当社及び一部の連結子会社は、外貨建営業債権債務及び外貨建予定取引につい
て、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、先物為替予約を利用し
てヘッジしています。また、当社及び一部の連結子会社は、借入金や社債に係る
金利リスクを抑制するために、社債や借入金の固定金利と変動金利の適切なバラ
ンスを勘案し、必要に応じて金利スワップ取引を利用しています。その他、商品
価格の変動リスクを抑制するために、商品スワップ取引を行っています。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等

を把握し、また、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直
しています。
デリバティブ取引については、当社においては取締役会で承認された「リスク

管理方針」に従って個別案件ごとに実施計画を策定し、職責権限の定めによる決
裁を経た上で実施しています。実施・管理体制としては、組織内での取引の執行
課所と管理課所を分離してチェック機能を働かせています。連結子会社において
は、金額（最大リスク額）によって取締役会の決議又は社長の決裁を受けるとと
もに「子会社管理規則」に基づき当社の事前承認を受けることを義務付けていま
す。デリバティブの利用については、為替予約、商品先渡取引、商品スワップ及
び金利スワップの各取引は、市場における価格変動によって発生する市場リスク
を有していますが、ヘッジ対象のキャッシュ・フローを固定化する効果があるか、
又は相場変動を相殺する効果があります。なお、子会社が実施しているトレーデ
ィング事業についても、前述のとおり「リスク管理方針」に従って実施計画を策
定の上、取引の執行箇所と管理課所を分離した実施・管理体制を整備し、チェッ
ク機能を働かせています。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の
管理
当社及び連結子会社は、月次に資金繰り計画を作成する等の方法により入出金

予定を管理し、常に安定的な資金繰り運営に努めています。また当社グループは、
グループ資金管理にCMS（キャッシュ・マネジメント・システム）及びGCMS（グロ
ーバル・キャッシュ・マネジメント・システム）を導入しており、当社がこれを
統括しています。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条

件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額、レベル

ごとの時価は次のとおりです。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金等は、
次表には含めていません（（注）2参照）。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格

により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプ

ットを用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それ

らのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最
も低いレベルに時価を分類しています。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式 51,090 51,090

資産計 51,090 51,090
デリバティブ取引(*1)
通貨関連 65,287 65,287
商品関連 (20,010) 25,405 5,395
金利関連 (2,862) (2,862)

デリバティブ取引計 42,414 25,405 67,820

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示してお
り、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しています。

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「支払手形及び買掛金」

及び「短期借入金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価
額に近似するものであることから、記載を省略しています。

（単位：百万円）

区分
時価 連結貸借対

照表計上額
差額

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

満期保有目的の債券

国債・地方債等 31 31 35 △3

子会社株式及び

関連会社株式
56,082 56,082 15,214 40,867

資産計 56,082 31 56,114 15,250 40,864

社債(*2) (507,260) (507,260) (651,079) 143,819

長期借入金(*2) (524,127) (524,127) (548,347) 24,220

負債計 (1,031,387) (1,031,387) (1,199,427) 168,040

(*1)負債に計上されているものについては( )で示しています。
(*2)社債、長期借入金には、１年以内に期限到来の固定負債をそれぞれ含めて

表示しています。
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(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しています。上場株式は活発な市場で取引
されているため、その時価をレベル１の時価に分類しています。なお、満期保
有目的の債券については、元利金の合計額を当該債券の残存期間及び信用リス
クを加味した利率を基に、割引現在価値法により時価を算定していることから、
レベル２の時価に分類しています。

社債
当社グループの発行する社債の時価は、元利金の合計額を当社グループ社債

の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定し
ており、レベル２の時価に分類しています。

長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った

場合に想定される利率で割り引いて算出する方法によっており、レベル２の時
価に分類しています。当社グループの変動金利による長期借入金のうち金利ス
ワップの特例処理の対象とされているものについては（下記「デリバティブ取
引」参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様
の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算出する方法によって
います。

デリバティブ取引
デリバティブ取引の時価の算定においては、主に取引先金融機関から提示さ

れた価格及び割引現在価値等に基づき算定しています。観察可能なインプット
のみを用いて価格を算定している場合、もしくは観察できないインプットを用
いて価格を算定していてもその影響が重要でない場合は、レベル２の時価に分
類しています。重要な観察できないインプットを用いて価格を算定している場
合はレベル３の時価に分類しており、商品先渡取引等がこれに含まれます。市
場で観察できないインプットとしては、原油価格見通しがあります。金利スワ
ップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体とし
て処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載して
います（上記「長期借入金」参照）。

(注2) 市場価格のない株式等及び組合出資金等の連結貸借対照表計上額は次のとおり
であり、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示
している表中の「投資有価証券」には含まれていません。

（単位：百万円）

区分
当期末

（2026年３月31日）
子会社株式及び関連会社株式
非上場株式等(*1) 117,532

その他有価証券
非上場株式等(*1)
組合出資金等(*2)(*3)

197,816
48,012

(*1)非上場株式については、市場価格がないことから「金融商品の時価等の開
示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日）第
５項に基づき、時価開示の対象とはしていません。

(*2)連結貸借対照表に持分相当額で計上する組合その他これに準ずる事業体へ
の出資については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計
基準適用指針第31号 2021年６月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対
象とはしていません。

(*3)組合出資金等には、関連会社等に該当する投資事業有限責任組合等への出
資が47,255百万円含まれています。
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【賃貸等不動産に関する注記】
1.賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビ
ル等（開発中の土地を含む。）を有しています。

2.賃貸等不動産の時価等に関する事項
（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時価

137,425 600,392

(注1)連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。
(注2)当期末の時価は、主として不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額

です。

【一株当たり情報に関する注記】
1.一株当たり純資産額 5,151円08銭
2.一株当たり当期純利益 654円76銭

【重要な後発事象に関する注記】
1.自己株式の消却

当社は、2026年３月25日に開催した取締役会において、会社法第178条の規定に基
づき自己株式を消却することを決議し、2026年４月24日付で実施しました。
自己株式消却の内容は以下のとおりです。
・消却した株式の種類 当社普通株式
・消却した株式の総数 36,131,600株

（消却前の発行済株式総数に対する割合 9.7％）
・消却日 2026年４月24日

2.自己株式の取得
当社は、2026年４月28日に開催した取締役会において、会社法第165条第３項の規

定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得を行う
ことを決議しました。
自己株式取得の内容は以下のとおりです。
・取得する株式の種類 当社普通株式
・取得する株式の総数 12,000,000株

（上限とする、発行済株式総数に対する割合 3.6％）
・株式の取得価額の総額 50,000百万円（上限とする）
・取得する期間 2026年５月７日から2026年９月30日まで
・取得方法 東京証券取引所における市場買付
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3.関連会社株式の譲渡について
当社は、2026年５月１日付で、当社の米国子会社であるTG Birdsboro Power, LLC

が出資するBirdsboro Power Holdings Ⅱ,LLCの全株式について、Strategic PPAV,
LLCに譲渡することに合意し、同社と持分売買契約を締結しました。
(1) 株式譲渡の理由

本案件に参画した当初の目的は達成したことから、海外事業のポートフォリオ
マネジメントの一環として、本株式譲渡を実施する予定です。

(2) 株式譲渡の相手先の名称
Strategic PPAV, LLC

(3) 株式譲渡の時期
2026年８月（予定）

(4) 当該関連会社の概要
① 名称 Birdsboro Power Holdings Ⅱ,LLC
② 事業内容 北米におけるガス火力発電事業

(5) 損益に与える影響
本件譲渡が2027年３月期の連結業績に与える影響は現在精査中です。

【その他の注記】
1.取締役、執行役及び執行役員に対する株式報酬制度

当社は、当社の取締役、執行役に対し、当社の中長期の企業価値の向上に対する
インセンティブ付与を目的として、信託を用いた株式報酬制度を導入しています。
また、執行役員に対しても、同様の株式報酬制度を導入しています（以下、両方の
株式報酬制度を合わせて「本制度」、取締役、執行役及び執行役員を総称して「役員
等」という。）。
本制度にかかる会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付

する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 2015年３月26日）に準じ
ています。

(1) 取引の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下「本信託」とい

う。）が当社株式を取得し、当社が各役員等に付与するポイントの数に相当する数の
当社株式が本信託を通じて各役員等に対して交付される、信託型の株式報酬制度で
す。
なお、役員等が当社株式の交付を受ける時期は原則として役員等の退任時です。

(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）に

より純資産の部に自己株式として計上しています。当該自己株式の帳簿価額及び株
式数は、当期末789百万円、281,900株です。
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2.減損損失関係
当連結会計年度において当社グループは、主として以下の資産グループについて

減損損失を計上しました。
（単位：百万円）

場所 用途 種類 金額

富山県高岡市 バイオマス発電事業
有形固定資産（機械装置及び
運搬具）等

15,859

千葉県市原市 バイオマス発電事業
有形固定資産（機械装置及び
運搬具）等

12,941

当社グループでは、減損損失の算定に当たって、他の資産又は資産グループのキ
ャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によ
って資産のグルーピングを行っています。
バイオマス発電事業の機械装置及び運搬具、その他無形固定資産等について、想

定以上のコストの上昇をはじめとするそれぞれの経営環境等の変化を踏まえ事業価
値の再評価を行い、帳簿価額を回収可能性価額まで減損し、当該減少額を減損損失
として特別損失に計上しています。
これらの資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、当該使用

価値は将来キャッシュ・フローを4.5％で割り引くことにより算定しています。
減損損失の内訳は、有形固定資産（機械装置及び運搬具）16,810百万円、無形固

定資産（その他無形固定資産、のれん）11,989百万円です。

3.記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
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株主資本等変動計算書

2025年４月１日から
2026年３月31日まで 東京瓦斯株式会社

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

資本剰余金
合 計

利 益
準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 計固定資産

圧縮積立金
原価変動
調整積立金

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 141,844 2,065 2,065 35,454 4,216 141,000 339,000 411,505 931,176

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △33,929 △33,929

当 期 純 利 益 122,124 122,124

自己株式の取得

自己株式の処分 △4 △4

自己株式の消却 △80,490 △80,490

会社分割による減少 △25,746 △25,746

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当期変動額合計 － － － － － － － △18,046 △18,046

当 期 末 残 高 141,844 2,065 2,065 35,454 4,216 141,000 339,000 393,459 913,130

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計
自己株式

株 主 資 本
合 計

その他有価証券
評 価 差 額 金

繰延ヘッジ損益
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △85,205 989,881 18,835 △3,750 15,085 1,004,967

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △33,929 △33,929

当 期 純 利 益 122,124 122,124

自己株式の取得 △200,071 △200,071 △200,071

自己株式の処分 159 155 155

自己株式の消却 80,490 － －

会社分割による減少 △25,746 △25,746

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

3,752 △10,485 △6,733 △6,733

当期変動額合計 △119,421 △137,468 3,752 △10,485 △6,733 △144,201

当 期 末 残 高 △204,626 852,413 22,587 △14,235 8,352 860,765
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個 別 注 記 表

2025年４月１日から
2026年３月31日まで

東京瓦斯株式会社

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券については、次のとおりです。
子会社株式及び関連会社株式の評価は、移動平均法による原価法によっています。
その他有価証券で市場価格のない株式等以外のものの評価は、決算日の市場価格
等に基づく時価法によっています(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定しています)。
その他有価証券で市場価格のない株式等の評価は、移動平均法による原価法によ
っています。

②デリバティブの評価は、時価法によっています。
③棚卸資産(仕掛品・原材料及び貯蔵品)の評価は、移動平均法による原価法(貸借対
照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産の減価償却の方法は、定率法を採用しています。ただし、1998年４
月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）、並びに2016年４月１日以降に取得
した建物附属設備及び構築物は定額法を採用しています。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっていま
す。

②無形固定資産の減価償却の方法は、定額法によっています。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５～10
年）に基づく定額法を採用しています。のれんは発生原因に応じて、20年以内で
の均等償却を行っています。

(3) 引当金の計上基準
①貸倒引当金は、売掛金、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般
債権は貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権は個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しています。

②退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる金
額を計上しています。数理計算上の差異は、発生の翌期に一括費用計上していま
す。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰
属させる方法については、給付算定式基準によっています。

③役員株式給付引当金は、信託を用いた株式報酬制度に基づき、当社が役員等に付
与するポイント数に相当する当社株式について、退任時等に交付する費用の支出
に備えるため、当期末において、役員等に割り当てられたポイントに応じた株式
の交付及び給付見込額を計上しています。

④器具保証契約損失引当金は、販売器具のメンテナンス保証契約履行に伴い、発生
する可能性のある損失に備えるため、損失の見積額を計上しています。

⑤ポイント引当金は、ポイントサービスの利用による費用の支出に備えるため、当
期末後に要する費用の見積額を計上しています。
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(4) 収益及び費用の計上基準
①商品及び製品の販売に係る収益

商品及び製品の販売については、主に都市ガス、液化天然ガス（LNG）及び電力
の販売であり、顧客との販売契約等で定められた契約条件に基づき、契約期間に
わたり供給義務が発生する場合は供給の都度、又は、一時点において商品及び製
品の引渡しが行われる場合は引渡時に、顧客が当該商品及び製品に対する支配を
獲得し履行義務が充足されると判断し、収益を認識しています。
電力販売における再生可能エネルギー発電促進賦課金は、第三者のために回収

する金額に該当することから取引価格に含めず、顧客から受け取る対価の額から
当該他の当事者に支払う額を控除した純額により算定しています。

②サービス提供等に係る収益
ガス機器等に関連した、メンテナンス・保守を含むサービス提供等については、

契約期間にわたってサービスの提供を行っており、期間の経過に応じて履行義務
が充足されると判断し、収益を認識しています。

(5) その他計算書類作成のための基礎となる事項
①退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類に
おけるこれらの会計処理の方法と異なっています。

②ヘッジ会計の処理
原則として繰延ヘッジ処理によっています。なお、振当処理の要件を満たして

いる為替予約については振当処理に、特例処理の要件を満たしている金利スワッ
プについては特例処理によっています。

2.収益認識に関する注記
(1) 収益の分解情報

連結注記表「収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記
を省略しています。

(2) 収益を理解するための基礎となる情報
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務

の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載
しています。

(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
連結注記表「収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記

を省略しています。
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3.会計上の見積りに関する注記
(1) 関係会社株式の評価

①当期の計算書類に計上した金額
関係会社株式 983,096百万円
関係会社株式評価損 4,125百万円

②その他の情報
（イ）算出方法

上記資産のうち、実質価額が投資額に対して著しく低下している場合には、
回復可能性があると判断された銘柄を除き、実質価額まで評価損を計上して
います。

（ロ）主要な仮定
実質価額が投資額に対して著しく低下している関係会社株式の回復可能性

の有無は、各関係会社の経営環境などの外部要因に関する情報や各関係会社
が用いている内部の情報（事業計画、予算など）を使用し、判断しています。
当該判断には、売上高に影響する販売量、市場価格等の将来見通し、需給予
測を踏まえた市場の動向及び直近実績を反映した各種コストの見通しを用い
ています。

（ハ）翌期の計算書類に与える影響
上記の判断は合理的なものであると認識していますが、予測不能な前提条

件の変化などにより見通しが変化した場合には、評価損が発生する可能性が
あります。

(2) 棚卸資産（原料）の評価
①当期の計算書類に計上した金額 70,187百万円
②その他の情報
（イ）算出方法（ロ）主要な仮定（ハ）翌期の計算書類に与える影響については、
連結計算書類に記載のとおりです。

(3) 退職給付引当金の算定
①当期の計算書類に計上した金額 38,475百万円
②その他の情報
（イ）算出方法（ロ）主要な仮定（ハ）翌期の計算書類に与える影響については、
連結計算書類に記載のとおりです。

(4) 都市ガス販売の検針日から期末日までの未検針期間の収益の見積り
①当期の計算書類に計上した金額
売上高 1,168,247百万円

②その他の情報
（イ）算出方法（ロ）主要な仮定（ハ）翌期の計算書類に与える影響については、
連結計算書類に記載のとおりです。

(5) 電力販売の検針日から期末日までの未検針期間の収益の見積り
①当期の計算書類に計上した金額
売上高 618,457百万円

②その他の情報
（イ）算出方法（ロ）主要な仮定（ハ）翌期の計算書類に与える影響については、
連結計算書類に記載のとおりです。
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4.貸借対照表に関する注記
(1) 担保に供している資産

その他流動資産 2,029百万円
(主にデリバティブ取引に係る
差入保証金)

投資有価証券 4百万円
長期貸付金 14百万円
(担保に係る債務の金額 ― )(当社が出資する会社等の借入

金の担保に供しています。）
(2) 有形固定資産に係る減価償却累計額

755,061百万円
(3) 保証債務等

保証債務 65,452百万円
(4) 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

短期金銭債権 186,935百万円
長期金銭債権 532,044百万円
短期金銭債務 372,926百万円

5.損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
売上高 231,400百万円
仕入高 870,704百万円
営業取引以外の取引高 101,531百万円

6.株主資本等変動計算書に関する注記
当期末自己株式数 37,670,958株

7.税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
繰延税金資産 関係会社株式及び投資有価証券、退職給付引当金
繰延税金負債 その他投資(前払年金費用)、その他有価証券評価差額金

8.関連当事者との取引に関する注記
子会社

会社名
議決権等の
所有(被所
有)割合(%)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

TG Energy
Trading
Pte.Ltd.

所有
直接100.0

子会社
ＬＮＧの購入
(注１)

396,896 ― ―

Tokyo Gas
America Ltd.

所有
直接100.0

子会社
増資の引受
(注２)

100,936 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１)市場価格を考慮し、決定しています。
(注２)当社が子会社の実施した増資を引き受けたもので、増資の引受にあたって

は、当該増資を必要とするプロジェクトの計画を十分考慮し、総合的に決定
しています。
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9.一株当たり情報に関する注記
一株当たり純資産額 2,581円63銭
一株当たり当期純利益 352円48銭

10.重要な後発事象に関する注記
(1) 自己株式の消却

当社は、2026年３月25日に開催した取締役会において、会社法第178条の規定に基
づき、自己株式を消却することを決議し、2026年４月24日付で実施しました。
自己株式消却の内容は以下のとおりです。
・消却した株式の種類 当社普通株式
・消却した株式の総数 36,131,600株

（消却前の発行済株式総数に対する割合 9.7％）
・消却日 2026年４月24日

(2) 自己株式の取得
当社は、2026年４月28日に開催した取締役会において、会社法第165条第３項の規

定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得を行う
ことを決議しました。
自己株式取得の内容は以下のとおりです。
・取得する株式の種類 当社普通株式
・取得する株式の総数 12,000,000株

（上限とする、発行済株式総数に対する割合 3.6％）
・株式の取得価額の総額 50,000百万円（上限とする）
・取得する期間 2026年５月７日から2026年９月30日まで
・取得方法 東京証券取引所における市場買付
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11.その他の注記
(1) 取締役、執行役及び執行役員に対する株式報酬制度

連結注記表「【その他の注記】1.取締役、執行役及び執行役員に対する株式報酬
制度」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。

(2) 合併（吸収合併）
当社は2025年４月1日に、当社の100％子会社であるティージーグローバルトレ

ーディング株式会社を吸収合併しました。
①取引の概要
（イ）結合当事企業の名称、その事業内容

結合当事企業の名称 ティージーグローバルトレーディング株式会社
事業内容 液化天然ガスのトレーディング等

（ロ）企業結合日
2025年４月１日

（ハ）企業結合の法的形式
当社を存続会社とする吸収合併

（ニ）結合後企業の名称
東京瓦斯株式会社

（ホ）その他取引の概要に関する事項
当社グループ全体の業務効率の向上やノウハウを活用したより効果的・効

率的な事業展開を図るため、ティージーグローバルトレーディング株式会社
を吸収合併しました。

②実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）及び

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適
用指針第10号 2019年１月16日）に基づき、共通支配下の取引として処理していま
す。

なお、合併効力発生日において、吸収合併消滅会社から受け入れる資産及び負
債の差額と、当社が保有する子会社株式の帳簿価額との差額38,521百万円を特別
利益（抱合せ株式消滅差益）として計上しています。

(3) 会社分割（吸収分割）
当社は2025年７月１日に、当社が営む袖ケ浦発電所における発電事業を、当社

の100％子会社である株式会社東京ガスコルザパワーに、会社分割の方法によって
承継しました。

①取引の概要
（イ）対象となった事業の名称及びその事業の内容

事業の名称 袖ケ浦発電所における発電事業
事業内容 ガスエンジン発電事業

（ロ）企業結合日
2025年７月１日

（ハ）企業結合の法的形式
当社を吸収分割会社とし、株式会社東京ガスコルザパワーを吸収分割承継

会社とする吸収分割(簡易吸収分割)
（ニ）その他取引の概要に関する事項

ガスエンジン発電事業に関する経営資源を集約し、当社グループの事業運
営のさらなる効率化を図るため、吸収分割により、関連する資産及び権利義
務を株式会社東京ガスコルザパワーに承継しました。

（ホ）分割資産の金額
分割した資産の総額 14,715百万円

②実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）及び

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適
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用指針第10号 2019年１月16日）に基づき、共通支配下の取引として処理していま
す。

(4) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
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